
在外投票 投票方法のまとめ 

（南砺市の在外選挙人名簿に登録されている方を例にして） 

 

１ 海外で投票する場合 

① 在外公館投票 

 南砺市の在外選挙人名簿に登録されている方は、投票記載場所を設置している在外公館

（大使館、総領事館等）で、在外選挙人証及びパスポート等を提示することで投票する

ことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場

所の設置の有無については、管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間

及び時間は、原則として選挙の公示日（告示日）から投票記載場所ごとの決められた日

までの、午前９時３０分から午後５時までです。 

 

※投票できる期間及び時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館までお

問い合わせください。 

 

【どのような方に向いている投票ですか？】 

 ・投票記載場所が設定されている在外公館のお近くにお住まいの方 

 ・投票期間中に日本に帰国されない方 

 

【在外公館投票 概要図】 
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在外公館に出向いて投票 

（在外選挙人証・パスポート等を提示） 

 

投票用紙の送付 

 



１ 海外で投票する場合 

② 郵便投票 

南砺市の在外選挙人名簿に登録されている方は、郵便による投票もできます。南砺市選

挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便で投票用紙を請求していただければ、

投票用紙が、在外選挙人証に記載された住所に送付されます。 

 

※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合は、必ず、住所を管轄する在外公館に在外

選挙人証を添えて、変更の届出を行ってください。 

 

【どのような方に向いている投票ですか？】 

 ・お近くの在外公館に投票記載場所がないという方 

 ・投票記載場所が設置された在外公館になかなか行くことができない方 

 ・投票期間中に日本に帰国されない方 

 

【郵便投票 概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（在外選挙人証も同封して返送） 
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① 投票用紙の請求 

（在外選挙人証を同封） 

 

投票用紙の送付 

 

③ 



２ 日本国内で投票する場合 

① 期日前投票 

南砺市役所に設置された期日前投票所で投票できます。 

 

【どのような方に向いている投票ですか？】 

 ・期日前投票間中に日本に一時帰国される方 

 ・帰国してから間もないため、まだ、日本国内の市区町村の選挙人名簿に登録がない方 

 ・南砺市役所に設置された期日前投票所に出向いて投票できる方 

 

② 不在者投票 

南砺市以外の市区町村の選挙管理委員会で投票できます。事前に南砺市選挙管理委員会

に対して投票用紙を請求し、交付を受けておく必要があります。 

 

【どのような方に向いている投票ですか？】 

・期日前投票間中に日本に一時帰国される方 

・帰国してから間もないため、まだ、日本国内の市区町村の選挙人名簿に登録がない方 

 ・南砺市から離れた市区町村に滞在又は居住しており、南砺市に来ることが困難な方 

 

【不在者投票 概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 当日投票 

  選挙当日に、福光吉江投票区の投票所（南砺市役所）で投票ができます。 

 

【どのような方に向いている投票ですか？】 

・選挙当日に日本に一時帰国される方 

・帰国してから間もないため、まだ、日本国内の市区町村の選挙人名簿に登録がない方 

・選挙当日に、福光吉江投票区の投票所（南砺市役所）で投票できる方 

③ 出向いて投票 

① 投票用紙の請求 
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